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韓

主宰

地
方
税
不
動
産
取
得
税

安

フE

，じ

m
 

都t

質

大
正
十
五
年
勅
令
第
三
百
三
十
枕
地
方
税
に
倒
す
る
法
律
施

行
に
附
す
る
件
第
十
士
僚
に
於
て
、
摺
岨
了
肘
牒
が
雑
杭
枕
止
し
て

加
諜
し
相
刊
べ
き
も
の
の
加
知
の
指
定
中
に
不
動
産
取
得
税
た
る

も
の
が
存
す
る
。
市
町
村
枕
に
於
て
は
歩
一
税
と
呼
ば
れ
る
事

が
あ
る
。
之
は
士
宇
の
一
取
す
が
加
く
、
不
動
産
の
取
得
k
一日ふ

倒
値
の
移
叫
叉
は
異
動
の
機
曾
に
課
す
る
検
で
あ
る
か
ら
、
別

諮
交
泊
稔
(
4
0
枠内
r
E
Z
F
3
に
属
す
る
。
附
山
開
制
、
市
制
、
町

付
制
に
於
て
は
所
謂
特
定
。
行
伐
を
岱
す
者
(
不
動
産
常
取
得

す
る
者
)
に
賦
課
す
る
稔
に
該
営
す
る
n

(

山
川
販
制
第
百
六

降
、
市
川
第
百
十
九
僚
、
町
村
税
飼
丸
十
九
保
)

韓

長品

地
方
稲
不
動
障
取
持
輯

現

況

現
今
不
動
産
取
得
税
を
諒
す
る
道
府
搬
撒
は
四
十
七
町
道

府
係
全
部
が
之
を
賦
課
し
て
ゐ
る
。
し
か
し
共
謀
算
額
昭
和
四

年
度
一
一

J

ご
八
一
一
一
、
二
二
円
凶

し
て
、
雑
加
枕
抽
出
算
制
刷
会
ハ

O
、
三
三
五
、
五
三
七
回
)
の
一
八
、
八
%
に
泊
り
、
税
制
に
於
て

本
叫
叫
に
火
P
維
冊
叫
枕
中
泊
二
位
を
山
む
る
屯
叫
悦
で
あ
る
。

市
川
和
は
泊
山
げ
ぬ
か
不
動
泣
恥
利
和

E
M訓
』
る
場
合
同
仏

は

原
則
止
し
て
従
前
の
特
別
税
保
例
の
施
行
を
停
止
し
て

雑
純
税
附
加
税
占
し
て
不
動
産
取
仰
に
到
し
課
税
す
べ
き
で
あ

る
。
多
く
の
市
町
村
で
は
不
動
産
取
得
杭
附
加
税
は
負
拾
能
力

あ
り
占
の
叫
山
で
、
雑
秘
杭
の
不
均
一
蹴
識
の
許
可
を
う
け
他

の
雑
附
枕
附
加
枕
よ
り
も
遊
説
す
る
の
事
例
が
多
い
。
市
町
村

の
特
別
枕
上
と
し
て
は
三
抑
制
世
情
の
府
腕
で
全
部
分
賦
白
市
は
特

間
枕
と
し
て
不
動
産
取
得
税
E
枕
探
し
得
る
は
勿
論
で

b
る

が
、
(
京
都
市
の
歩
一
枕
の
如
し
)
之
以
外
に
於

τも
市
町
村
は

道
府
腕
の
諜
税
制
聞
外
に
属
す
る
部
分
(
兎
税
制
以
下
の
も
の

の
如
者
)
に
封
し
て
特
別
般
を
設
け
ら
る
。
久
留
米
市
、
大
牢

第
二
十
九
巻

;!L 

第
六
抗

一



雑

鍛

地
方
枕
不
動
産
取
得
軸

岡
市
、
八
幡
市
、
戸
川
市
の
不
動
産
取
得
税
の
如
き
は
之
で
あ

る。

地
方
税
た
る
の
可
否

不
動
産
の
取
得
に
到
し
て
闘
に
於
て
登
録
枕
が
存
ず
る
ヒ

民
、
地
方
に
時
亡
涯
に
不
倒
産
取
得
積

E
州
市
ず
る
法
草
慌
の
ほ

は
あ
る
が
、
不
動
産
主
共
地
方
と
の
閥
係
主
考
ふ
れ
ば
、
利
益

原
則
上
に
於
て
も
之
が
課
税
は
是
認
せ
ら
れ
る
も
の
と
思
ム
。

更
に
は
紡
舶
場
の
如
き
移
動
性
の
あ
る
も
の
と
ち
が
っ
て
、
共

所
在
地
が
不
可
動
白
鳥
に
地
方
幽
四
回
附
に
介
別
す
る
事
が
出
来

る
と
い
ム
謀
税
技
術
上
の
長
所
も
あ
る
か
ら
地
方
税
止
し
て
は

決
し
て
不
油
首
の
も
の
で
な
い
止
思
ふ
。

調
逸
で
は
形
式
上
は
園
税
主
た
っ
て
ゐ
る
が

聞
は
徴
税
費

止
し
て
百
分
の
四
を
う
る
の
み
で

(
闘
は
邦
政
府
の
要
求
に

依
っ
て
、
税
務
宵
隠
の
徴
税
事
務
主
邦
政
府
に
よ
り
指
定
せ
ら

れ
た
、
行
政
艇
に
委
任
す
る
事
が
出
来
る
が
、
此
際
は
四
%
の

側
税
費
も
勿
論
弾
求
が
山
市
哨
た
い
。
)
磁
除
全
部
は
邦

(
5
E
o
G

K
分
興
す
る
。
邦
は
共
分
興
額
(
九
六
%
)
の
少
く
・
と
も
二
分
白

第
二
十
九
巻

第
六
競

四

二九

一
(
問
八
%
〉
を
市
町
村
、
市
町
村
組
合
(
♀

E
2
d
p
p
g
m
E，

骨
〈
雪

E
E
O
)
陀
再
分
山
内
L
在
け
れ
ば
た
ら
な
い
。
帥
淵
逃
紅

於
て
も
本
税
は
闘
枕
た
る
は
形
式
上
の
み
で
賀
川
H
上
は
地
方
税

主
一
五
つ
て
よ
か
ら
う
主
恩
ム
。

1m 

課

税

物

件

義
は (A)
何積
等極
税的
法範
に醇1
は
規
定
は
な
ν、
古t
蛍
然
.ti.; 
法
tL 
ilt 
A、
べ
き
で

不
動
産
の
取
得
で
あ
る
。
不
動
産
の
意

あ
る
。
現
行
民
法
で
は
土
地
及
共
犯
著
物
を
い
ド
て
不
動
産
主
し

て
ゐ
る
。
(
民
法
第
八
十
六
保
)
し
か
し
て
土
地
の
定
者
物
は
、

現
行
法
上
建
物
及
立
木
法
の
立
木
に
限
る
と
解
す
ベ
吉
で
あ

る
。
此
解
醐
押
の
根
抽
聞
は
登
記
法
の
規
定
に
あ
る
。
我
民
訟
で
は

不
動
産
物
緋
の
噴
勤
主
以
て
都
三
者
に
封
抗
す
る
に
は
登
記
を

要
す
る
の
で
あ
る
が
、
我
法
典
上
土
地
の
史
著
物
に
付
て
安
記

の
制
度
を
設
け
た
の
は
、
前
記
述
物
及
立
木
法
の
立
木
白
み
で

あ
る
。
之
削
建
物
且
立
木
以
外
に
は
澗
立
の
不
動
産
た
る
べ
き

定
者
物
の
な
い
一
事

E
前
提
主
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
然
に
道
I

肘

師
桝
の
寅
際
の
取
扱
で
は
或
は
瓦
斯
タ
ン
ク
を
不
動
産
・
と
看
倣



し
、
或
は
錦
蛇
鍛
峰
等
の
取
叫
刊
に
謝
し
で
も
不
動
産
取
得
税
を

賦
課
す
る
の
例
が
あ
る
。
叉
加
舶
は
法
律
上
不
動
産
止
同
般
に

取
扱
は
れ
る
場
合
が
多
い
が
、
間
舶
は
不
動
産
で
な
く
て
動
産

で
あ
る
か
ら
之

ι割
し
謀
税
せ
ん
・
と
せ
ば
別
に
航
船
取
得
税
を

説
く
る
事

E
叫
す
る
。

澗
抱
で
は
建
物
共
仰
の
地
上
の
も
の
は
十
一
地
に
凪
し
k
地
の

構
成
四
分
k
認
め
て
ゐ
る
か
ら
、
建
物
件
土
地
並
に
ほ
物
仕
し

白
土
地
は
常
然
不
動
産
自
制
問
内
で
あ
る
が
、
向
七
地
に
腕

T

る
民
法
の
規
定
の
池
川
を
う
け
る
榔
利
を
も
不
助
産
左
右
倣
し

て
不
動
応
取
得
税
を
謀
す
る
事
止
し
て
ゐ
る
。

+
叫
に
取
仰
と
い
ふ
白
は
所
有
棋
の
取
得
で
あ
る
が
、
之
忙
原

始
取
得
及
承
悦
取
得
が
あ
る
。
土
地
の
加
工
止
、
市
北
属
の
建
築
は

之
不
動
産
白
川
出
始
取
純
で
あ
る
。
賀
民
、
附
興
.
競
落
等
の
結

某
所
有
椛
を
取
得
す
る
の
は
之
承
綾
取
得
で
あ
る
。
共
に
不
動

産
取
得
税
を
賦
課
せ
ら
る
べ
き
取
得
に
属
す
る
。

B
泊
極
的
範
囲
不
動
産
の
取
得
に
謀
せ
ら
る
L
占
は
一
耳

ム
も
の
自
主
、
共
取
得
が
形
式
上
の
取
得
に
止
ま
る
時
、
印
形
式

的
法
律
的
取
得
は
あ
っ
て
も
賞
質
的
経
消
的
の
取
得
の
左
い
と

雑

鍬

地
方
枯
不
動
産
取
得
酷

告
に
は
本
税
を
賦
課
せ
ら
る
べ
き
取
得
に
属
し
た
い
。
印
税
は

経
憐
的
資
力
に
釘
し
謀
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
法
律
的

に
所
有
械
の
取
得
は
あ
っ
て
も
維
持
的
資
力
の
上
か
ら
見
て
寅

質
的
に
不
動
産
白
取
得
が
丘
い
在
ら
は
、
夫
は
不
動
廃
取
得
税

白
目
的
L
C
た
る
べ
き
も
白
で
た
い
。
地
方
税
忙
閥
ず
る
法
律
施

行
規
則
第
十
二
僚
に
は
不
動
産
取
得
税
を
蹴
訟
し
え
さ
る
場
合

を
列
場
し
亡
ぬ
る
。

一
、
衣
替
相
州
叉
は
遣
時
相
続
に
閃
る
不
動
庄
の
取
川
町

法
人
の
合
併
に
困
る
不
動
産
の
取
得

二
、
信
託
財
産
に
し
て
委
託
者
が
信
託
行
鴻
に
依
り
信
託
利

径
の
全
部
を
享
受
す
べ
き
不
動
産

E
委
託
者
上
り
受
託
者

陀
移
す
場
合
に
於
け
る
不
動
産
の
取
得
但
し
首
該
不
動
産

陀
付
其
の
後
受
諾
者
を
麹
更
し
た
る
場
合
及
信
託
法
第
二

十
二
僚
の
規
定

ι依
り
岡
有
財
産
占
再
局
し
た
る
場
合
に
於

て
は
共
の
時
に
不
動
産
の
取
得
あ
り
た
る
も
の
止
看
倣
し

雑
種
税
を
蹴
謀
ナ

問
、
信
託
に
付
受
益
者
叉
は
師
岡
町
柳
利
者
の
不
動
産
の
取

iJil. 
第
二
十
九
巷

第
プ苦
境

九

五



雑

録

地
方
検
不
動
産
取
得
揖

五
、
信
託
の
受
託
者
交
迭
の
場
合
に
於
け
る
新
受
託
者
の
不

動
産
の
取
得

此
内
二
枕
以
下
は
正
に
寅
鋭
的
取
得
に
嵐
せ
ざ
る
の
故
を
以

て
不
課
税
と
せ
ら
れ

τゐ
る
由
で
あ
っ
て
、
之
は
首
然
の
事
を

ー
に

-
1
し
こ
f
f
z
司
1
5
E品
E
Z

U
E
3
K
到

7
7
t
v
t
F
弐
川
封
主
制
。
JrAτ

ま
P
旬
、
背

3
-
t
k

楠
山
川
悦
法
消

ι

一
ト
六
時
に
「
府
嶋
市
町
村
長
の
他
口
氏
官
時
閣
慨

は
相
続
税
の
附
加
税
を
抹
ず
る
事
を
得
宇
」
と
規
定
し
て
ゐ
る

趣
旨
E
徹
底
せ
し
め
る
待
で
あ
る
。
此
等
由
法
定
白
不
課
税
以

外
に
於
て
も
公
益
七
共
の
他
白
事
由
に
因
り
課
税
を
不
迎
首
と

す
る
も
の
は
、
道
府
臓
で
は
共
の
賦
課
規
刷
に
於
℃
市
町
村
制

別
税
に
付
て
は
、
保
例
に
於
て
課
税
せ
ざ
る
旨
を
定
め
得
る

が
、
今
税
に
如
何
在
る
も
の
を
不
課
税
と
し
て
ゐ
る
か
を
み
る

1<: 

共
白
理
由
如
何
に
よ
り
左
の
如
〈
分
類
す
る
事
が
向
来
る

ル
」
忠
ム
。

イ
政
治
上
の
現
由
に
因
る
不
課
税

公
共
同
剛
師
、
公
益
岡
闘
の
潟
す
不
動
産
の
取
得
を
臨
聞
く
不
課

税
と
な
し
.
(
青
森
、
宮
披
、
静
岡
、
三
重
、
犬
阪
、
徳
島

香
川
、
長
崎
等
)
或
は
此
等
画
砲
が
公
用
叉
は
公
ヰ
ハ
の
用
に
供

第
二
十
九
轡

プL

阻

第
六
時
酔

プョ

す
る
目
的
で
取
得
す
る
場
合
に
の
み
課
税
せ
ざ
る
も
の
が
あ

る
。
(
東
京
、
紳
奈
川
、
稲
井
、
岡
山
、
佐
賀
、
大
分
、
仲
細

等
)
理
論
上
又
凶
税
登
録
税
と
の
均
衡
上
も
後
者
。
如
〈
不
諜

粧
の
範
倒
を
狭
く
す
る
を
可
止
す
る
で
あ
ら
う
。

Am登
錐
税
に

倣
つ
亡
在
白
川
き
場
合
り
沼
地
川
畑

E
槻
定
し
て
ゐ
る
の
例
が
あ

る

府
似
市
町
村
ノ
雌
世
分
合
境
界
魁
更
一
戸
悶
ル
府
脈
市
町

村
ノ
所
有
椴
ノ
取
得
(
紳
奈
川
、
臨
岡
島
等
)

市
町
村
ノ
一
部
=
属
ス
ル
財
産
ヲ
無
償
名
政
=
ヨ
リ
共
ノ

市
町
村
ニ
移
ス
場
合
=
於
ケ
ル
市
町
村
ノ
所
有
棉
ノ
取
得

帥
奈
川
、
京
都
、
康
島
宮
城
等
)

公
益
闘
閥
、
占
し

τは
民
法
第
三
十
川
僚
に
よ
り
設
正
し
た
る

法
人
以
外
に
敬
育
資
吉
年
圏
、
調
女
曾
等
由
錆
す
取
締
を
菟

宇
る
事
か
あ
る
。
(
岡
山

沖
制
)
榊
枇
寺
院

は
公
益
法
人
た
り
と
の
解
鰐
も
あ
る
が
、
之
は
民
法
の
研
究
に

桐
宇
、
例
堂

譲
っ
て
現
今
閣
の
登
録
税
に
於
て
も
枇
寺
若
く
は
堂
宇
の
敷
地

叉
は
墳
墓
地
に
闘
す
る
登
記
を
菟
税
し
も
道
府
勝
正
於

τも
此

等
の
錯
す
不
動
産
取
得
主
君
4
y
る
白
例
が
多
い
、
(
北
海
道
ゐ



背
萩
.
宮
披
、
秋
田
、
榊
奈
川
、
新
潟
.
石
川
、
幅
井
.
長

野
、
静
岡
、
愛
知
、
一
二
車
、
岡
山
.
出
国
島
、
大
分
、
鹿
児
島
、

沖
細
)
此
等
の
公
凝
固
閥
又
は
公
益
主
値
引
兎
税
は
他
の
公
共

園
健
の
公
共
的
職
分
配
補
完
す
る
も
の
在
る
を
以
て
、
之
が
免

税
は
常
然
・
泣
り
止
一
耳
円
山
う
べ
き
も
、
共
兎
税
範
囲
は
般
に
夫
等

♀(ロ)の
~ (--，)凶用
時 速 民 に

宮業経供
品 E凶憐す
坊を }~: ，..1:. る
士上のも
議 理の

tJl je己

自 に 股
型作因定
J片諮るす
担創不べ
官設課き

紘税で
.=拍る
-1費色
什~~ぅ
の。

誹川

馬絹

覇中 r 
奈け

墾
地
移
住
奨
動
規
定
に
依
り
奨
助
金
を
受
け
た
る
不
動
産
の
取

得
(
青
紫
、
官
披
、
富
山
、
長
崎
)
を
器
地
中
'
る
は
}
般
白
例
で
あ

る。
閣
は
農
業
倉
庫
業
者
の
農
業
倉
庫
叉
は
共
の
敷
地
に
闘
す
る

植
利
の
取
得
に
闘
し
で
は
地
方
税
を
課
す
る
事
を
得
ぎ
る
旨
を

規
定
し
て
ゐ
る
。
(
農
業
倉
庫
業
法
第
十
四
僚
ノ
一
一
〉

産
業
組
合
漁
業
組
合
等
の
産
業
に
関
す
る
純
合
が

共
用

に
供
す
る
錫
に
露
ず
不
動
産
の
取
得
に
劃
し
て
も
不
課
税

k
k

雑

能

地
方
積
不
動
産
取
得
腫

ず
は
多
く
の
賞
例
の
存
す
る
所
で
あ
る
。

(
岐
阜
、
秋
田
、
編

規崎品
則(二〉
第描沖背
十軍制森
一負)、

保指摘
刈を 井
玉砕越
の 〈 百静
場る I司
合主主
の
古口
曹

形
ュt
I二
ι， 
JI' 
得
-(" 

賞

ï~ 
J: 

岡
山
、
成
品
、
徳
島
、
大
分
、
官

地
方
税
に
闘
す
る
法
律
施
行

の
取
得
の
た
い
場
合
は
営
然
課
税
L
得
ざ
る
事
は
既
に
述
べ
た

湿
り
で
あ
る
が
、
共
有
物
の
分
割
白
如
き
も
先
に
よ
っ
て
得
た

取
仰
が
村
八
討
を
相
え
ざ
る
止
古
は
、
世
質
的
取
仰
と
は
試
H
M
仰

ぎ
る
も
の
止
思
は
れ
る
。
之
に
付
て
は
道
府
臓
の
賦
課
規
則
中

に
不
課
税
を
定
め
て
ゐ
る
例
も
あ
る
が
、
之
は
規
定
を
待
た
守

L
て
営
然
の
事
だ
ら
h
h
J
L

と
思
品
。

耕
地
整
理
白
焼
の
換
地
底
分
に
よ
る
不
動
産
の
取
締
主
犯
宇

る
も
同
様
の
趣
回
円
と
解
す
る
事
が
出
来
る
。
(
岐
阜
、
大
分

三
重
、
岡
山
、
鹿
島
、
山
口
、
香
川
、
熊
本
、
沖
縄
.
愛
知
、

静
岡
.
石
川
、
富
山
、
神
奈
川
、
根
島
.
茨
城
等
〉

叉
災
害
花
よ
り
倒
壊
滅
失
し
た
る
家
屋
復
習
の
震
災
害
後
一

定
年
同
に
再
築
す
る
場
合
唱
(
東
京
、
肺
奈
川
、
埼
玉
、
群
馬
、

茨
城
、
槙
島
司
秋
田
、
宮
按
、
北
海
道
、
岩
手
、
青
森
、
宮
山
、

第
二
十
九
巻

九

五

第
六
雄

t 



輔

錐

地
方
揖
不
副
産
取
得
積

石
川
、
稲
井
、
岐
阜
、
山
梨
、

静
岡
、
愛
知
、

京
都

軍日
歌

山
、
奈
良
、
島
械
、
岡
山
、
厨
島
，
徳
島
、
香
川
、
愛
媛
、
高

知
、
佐
賀
、
長
崎
、
態
ー
半
、
犬
分
、
宮
崎
、
鹿
児
島
沖
縄
)
一

土
地
告
を
よ
り
移
時
五
ぜ
ら
れ
た
る
も
の
の
家
屋
の
再
一

築
(
熊
4
.
沖
削
叫
畏
崎
.
依
賀
.
高
知
.
愛
娘
、
前
島
.
利
一

歌
山
、
洗
知
等
〉
持
に
従
時
泊
り
に
再
築
す
る
ほ
山
明
白
砂
岬
一

〈
曲
叩
縄
、
岐
阜
、
神
奈
川
、
茨
城
等
)
を
不
課
税
止
す
る
は
専
ら
一

温
重
負
推
を
挫
け
る
趣
旨
で
あ
る
。

パJ
枇
命
政
策
上
の
理
由
白
因
る
不
課
税
、

一
枇
曾
的
事
業
市
町
村
其
他
。
公
共
園
腿
又
は
会
話
回

慌
が
住
宅
改
良
又
は
供
給
綾
和
の
目
的
で
矯
す
起
物
の
新
築
、

改
築
、
増
築
(
嗣
井
、
神
奈
川
、
岩
手
等
)
を
菟
中
る
が
如
者
又

倫滴る
貧の(二〉。
困不負
者動婚
の産能
取の力
得取 t;;
K 得き
卦Jを童話

し事
マ: 面未

も税
菟子，-
税 z
す は
る

事般
例の
が例
存で
すあ
るる。

一
定
岡
田
絡
以
下
、
建
坪
二
品
卸
未

(
宮
披

鹿
児
島
等
)

第
二
十
九
巻

節
，、
現

λ. 

九

宍

=
共
の
他
公
錠
上
の
理
由
に
因
る
不
課
税
、

民
く
専
ら
公
訴
若
は
聞
申
郵
又
は
惑
普
白
川
に
供
す
る
同
山

E

以
て
す
る
不
動
産
取
得
世
話
且
中
る
も
の
が
あ
り
〔
東
京
、
埼
玉
、

長
野
、
愛
知
‘
兵
庫

佐
賀
、
長
崎
)
叉
私
立
製
校
、
聞
書
館
、

幼
稚
闘
の
用
K
供
す
る
不
動
産
の
取
伴
を
免
4
y
(
石
川

刷I
コk
Æ~ 

111 

~~~ 

熊
本
得
)
占
い
ふ
胤
比
側
川
内
比
況
定

υ
t
ゐ

る
底
も
あ
る
。主

課
税
標
準
及
税
率
、

地
方
枕
法
で
は
課
税
槻
準
は
不
動
産
債
格
占
い
ふ
事
に
一
定

し
て
ゐ
る
。
不
動
雌
慣
格
と
し
て
は
登
記

E
得
し
た
も
の
は
登

録
税
の
課
税
標
準
相
を
と
り
、
共
他
に
あ
っ
て
は
時
恨
又
は
寅

買
償
格
を
採
用
す
る
の
例
が
多
い
。

税
率
に
付
て
は
道
府
牒
に
あ
っ
て
は
不
動
産
慣
格
の
千
分
ノ

七
、
(
但
し
特
別
の
事
情
あ
る
と
き
は
内
務
犬
山
糊
岡
大
臣
の
承

認
を
受
け
不
動
産
償
格
の
千
分
ノ
十
一
一
迄
賦
献
し
う
る
)
市
町

村
に
あ
っ
て
は
不
動
産
偵
絡
の
千
分
ノ
十
に
相
常
す
る
謀
率
以

下
(
但
し
特
別
の
事
情
あ
る
止
ま
は
監
督
官
廊
の
承
認
を
受
廿



不
動
産
債
格
千
分
ノ
一
一
十
に
相
歯
す
る
課
率
迄
賦
課
し
う
る
〉

た
る
べ
吉
事
主
要
求
し
て
ゐ
る
。
此
の
範
圏
内
た
ら
ば
不
動
産

。
債
格
如
何
に
よ
り
泉
越
摘
を
靖
則
す
る
事
も
附
来
る
。
(
官

城
、
北
梅
過

山
形
、
幅
島
.
栃
木
)

ー，、

長

所

短

所

" 'zo ー

い(イ〉、

"訴長
又税
認 J主
事!.m 
~:! .1二
時出 | 
は l
l量1不
(D 古川
~""匙..，
".ιι 
~，は
税不
の可
共:勘
E で
手11 あ
)1.1 る
しか
うら
るおB
1~; 捉
古・ し

所

』段あ
従(ロ〉る
を公。
仲平
ふ課
が枕
故 1:

E l 
得不
者動
に産
婚の
税取
jJ t¥長
あ は
り 資
止 力
見の
う 護
る銭
。か
叉叉
地は

方
税
と
し
て
別
に
所
得
税
附
加
税
又
は
戸
数
割
の
如
古
人
税
あ

h
v
B
と
す
る
色
、
か
弘
司
令
総
合
附
所
得
の
課
税
に
は
漏
る
よ
串
あ

る
べ
き
一
時
的
所
得
を
捕
捉
す
る
占
云
ふ
事
が
あ
る
。
更
に
は

立概
ヨ{ハ)し
導利て
が益有
あ原産
る 則者

D 上の

I '露
首占
該た
地る
方と
闘い
鯉ひ
とう
特る
~IJ 0 

受
益
の
自由
係
に

離

陣

地
方
向
不
助
産
取
得
揖

=
財
政
牧
入
上

l
l之
が
一
の
牧
入
源
で
あ
り
閑
民
経
済
の

護
速
に
つ
れ
て
不
動
鷹
取
引
も
頻
繁
主
・
な
り
従
っ
て
増
収
を
期

子

d

s

宇
l
う
Y
一

叉二
謀(イ)
柑謀短

霊霊
tL fj柑
嗣上

自l
家屑
α) ttl 
夫を
在原
平日 JlIJ 
fIj <!: 
し す
う る
る舗
と院
は積
云が
ふ多
も い
(1) 

所

白
、
不
動
産
の
取
得
を
必
十
し
も
全
部
登
記
す
る
止
は
隙
ら
丘

ぃ
。
登
記
せ
ざ
る
も
の
に
あ
っ
て
此
賀
民
倒
格
又
は
時
倒
K
よ

る
・
と
し
て
、
納
税
者
心
申
背
K
退
い
て
自
ら
訓
官
官
伏
見

L
K付

れ
ば
な
ら
な
い
。

)
 

ロ
公
平
課
税
上
|
|
柑
時
様
閥
係
が
不
明
で
あ
る
錦
、
経
済
事

(
 

情
の
困
難
の
詩
止
む
を
え
や
不
動
産
主
手
離
さ
ん
と
す
る
者
の

如
き
に
封
し
て
課
税
が
負
拙
せ
ら
れ
る
が
如
吉
本
税
か
弱
者
の

負
強
と
た
る
の
例
に
芝
し
く
た
い
υ

叉
不
動
産
の
取
得
に
の
み
課
税
し
不
動
産
と
同
憤
値
の
も
白

の
取
得
〔
船
舶
取
得
、
動
産
取
得
、
椛
利
取
得
等

)ι
課
税
せ
ざ

る
篇
負
婚
の
均
衡

E
え
ざ
る
嫌
が
あ
る
。

、，〆い
闘
民
制
高
上

1
1不
動
産
移
時
を
妨
げ
延
ひ
て
は
不
動
産

第
二
十
九
巻

丸
一
七

第
六
閥
抗

品



雑

鋭

薗
田
脅
休
講
士
司
市
士
族
。
就
d

信
用
を
妨
ぐ
る
事
主
た
る
。

3
 

-
-
財
政
収
入
上

l
l景
集
不
景
集
に
凶
る
牧
入
倒
的
動
揺
が

多
い
。
叉
不
景
鎖
等
牧
入
を
必
嬰
止
す
る
際
忙
却
っ
て
減
退
す

る
の
併
が
あ
る
。


